
 

 

＜今月の商工会行事＞ 

・県連商工会青年部女性部 

 総会        1日 

・美浜五木マラソン物産展 

          9,10日 

・介護事務講座 

          9,16日 

・労働保険連合会連総会  

           14日    

・商工会総代会    

                     22日 

・奈良県商工会連合会総会 

           22日 

・介護事務試験     

           23日 

・救急法更新講習会   

           30日 
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労働保険は、毎年、労働保険料（Ｈ26年4月1日～Ｈ27年3月31日の賃金総

額に基づき計算）を算定し６月１日（月）から７月１０日（金）の間に申告
及び納付手続きを行わなければなりません。 

労働保険の手続きは労働保険事務組合に事務処理を委託すると便利です。

労働保険事務組合への加入については、広陵町商工会（℡0745-55-3535）ま

でご連絡ください。 

 

 

 

●労働保険の申告・納付等の労働保険事務、及

び一般拠出金の申告・納付等を事業主に代
わって処理しますので事務の手間が省けま

す。 

●労働保険料の額に関わらず３回に分割納付

ができます。（一般拠出金は分割納付できま
せん） 

●労災保険に加入することができない事業主

や家族従事者も、労災保険に特別加入する

ことができます。 
 

 

 

 

  

 

 平成２５年度よりホームヘルパー研修がなくなり新たに介護職員初任者研修がスタートしました。 

 今後、日本では高齢化社会が進み介護職員の需要はまだまだ伸びていきます。本講座は介護員として 

 業務を遂行する上で知識と技術、それを実践する際の考え方のプロセス等を身につけ、 基本的な介 

 護業務を行うことができるようにカリキュラムを組んでおります。 

  ●日曜日 通学コース 

    平成２７年６月７日（日）から平成２７年１０月２５日（日）までの毎週日曜日（２２日間） 

  ●実施場所 広陵町商工会館 

  ●受講料  ８２，０００円（テキスト代含む） 

  ●受講資格 年齢１５歳（高校生）以上６０歳以下の方 

  ●募集人数 ３０名（定員になり次第締め切ります） 

  ※講座の日程等詳細につきましては広陵町商工会まで 

   お問い合わせください。 

 

 労働保険事務組合加入のメリット 

奈良県知事指定 
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 ○賃借業    

 代表者 野村勝司   住所 広陵町疋相215-2          

○自動車鈑金業   ｵｰﾜｰｸｽ ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ              

  代表者 平井 充   住所 広陵町百済863-3             

○福祉関連講座学校      

 代表者 坂口友良   住所 広陵町馬見南3丁目16-16            

○障害福祉サービス業 合同会社 縁 

    代表者 的場千恵子  住所 葛城市尺度319-4 

○飲食店   酒蔵割烹 布川 

 代表者 布川元祥   住所  大和高田市片塩町15-32  

○配管工事業  

  代表者 井ノ上拓也  住所 大和高田市曽大根2丁目3-18  
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 地域産業の活性化を図るため、競争力の強化又は技術力の向上に積極的に取組む町内の中小企業の設備投

資に対して設備の取得原価の１００分の１０（上限１５０万円 年度当たり１回限り）が補助されます。 
 【補助対象者】 

  ・広陵町内に事業所を有する中小企業（中小企業基本法に規定する中小企業、下表参照） 

  ・町税等を滞納していないもの 

  ・風俗営業等を営むものでないこと 
  ・補助対象設備について国、県等他の補助等を受けていないこと 

 【補助対象設備】 

  ・新事業活動を行うための設備であること 

  ・機械若しくは装置又は工具、器具若しくは備品であること 
  ・取得価格が一につき２００万円以上であること 

  ・中古品又はリース契約に基づくものでないこと 

  ・町内の事業所に設置すること 

 【補助金の申請方法】 
  補助金を受ける場合、事前に広陵町に申請して承認を得なければなりませんので、ご注意ください。 

  申請書及び具体的な申請内容については、広陵町役場 地域振興課（0745-55-1001）にお問い合わ 

  せください。 

 注意：この補助金は平成２７年６月1日から施行されます。 
  

広陵町商工会では、新会員さんを随時募集

してお ります。お知り合いで、まだ 会
員になられてい ない事業所がございまし

たら、ご紹介下さい。 

業種分類 中小企業基本法の定義 

製造業その他  資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は 

常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人 

卸売業 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は 

常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人 

小売業 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は 

常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人 

サービス業  資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は 

常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人 


